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こんにちは簗瀬兄です。 

僕は JCIL で働き始めて今年で 10 年目になります。今回色々考えた結果、自分自身のあ

り方を見つめ直すためにも、今の自分には生活環境をガラッと変えることが必要ではない

かと考え、大変大変お世話になった JCIL を離れることを決めました。 

今まで何度かスキマ勉強会で「フィリピンの貧困の現状」というテーマでお話をさせて

もらってきましたが、今回は“フィリピンの貧困層支援や南北問題に関心がある人”として

ではなく、“10 年間ここ京都で社会運動的なことをしてきた人”として、「既存の社会運動

に対して今思うこと」という視点から話したいと思います。 

これまで大変お世話になったのに普段の介助では会えなくて別れの挨拶ができない人

も多いので、そんな機会になればとも願っています。 

 

※ 居場所づくり勉強会 第 68 弾 ※ 
 

日時 2021 年 9 月 21 日(火) 

   14:00-16:00  
場所 本体（人数制限あり） 
 
メインスピーカー 
簗瀬 仁志（JCIL 介助者） 

 

新型コロナウィルスの脅威の中、京都も緊急事態宣
言再発出となりました。  
そのため、会場の利用が難しくなり、アートフェス
タ 2021 のリアル展示は中止といたします。  

尚、Web による展示は予定どおり行います。  
参加申し込みいただいている方、楽しみにしてい
ただいた方、申し訳ありませんが、よろしくお願
いします。  

Web 展示 ワークス共同作業所ＨＰにて 

バージョン UP して公開予定!! 

【ZOOM】 

ミーティング ID: 840 1552 6903 

パスコード: 530179 

 
 



「脱施設化をどう進めるか～日本の現状とこれからの課題～」の報告 

 
5 月 25 日、JCIL 内で「脱施設
化」について勉強会をしました。 
いまだ、多くの障害者が入所

施設で暮らしています。特にコ
ロナ禍の現在、施設で暮らすほ
とんどの障害者は、外出もまる
でできず、誰とも面会できず、
不自由で不健康な状況の中にい
ます。 
JCIL は、どんな障害があって

も施設ではなく、地域で暮らす

ことを目指してきました。けれ
ども、日本国内でも京都でも、その目標はなかなか達成できません。「脱施設化」を現実的
に進めるのは、大事だけど困難な課題です。 
脱施設化をどのように進めていくか、そのヒントをえるために今回、勉強会を開きました。 

 
講師は、同志社大学の鈴木良さんです。日本の大学で「脱施設化」の研究をした後、カナ

ダのグループホームで働いていました。でも、グループホームの限界にも気づき、本格的に
「脱施設化」を目指し広めるために研究者となった方です。スウェーデンやカナダにおける
施設解体の経緯や、それらの国での地域での障害者支援の制度、仕組みなどを調べてこられ
ました。去年、沖縄の琉球大学から、京都の同志社大学に移ってきました。JCIL としても、
これから一緒に「脱施設化」のプロジェクトを進めたいとも考えています。 
 
さて、鈴木さんのお話にうつります。 
20 年ほど前から、日本でも、「脱施設化」や「施設解体」ということが言われるようにな

りました。宮城県などでは、「コロニー解体宣言」が出されるなど華々しい動きもありまし
た。でも、ほどなくして、この動きは挫折します。施設解体は現実には難しく、施設は解体
しません！と方針を撤回したのです。20 年ほど前のことで、その頃は地域で生活するため
のヘルパー制度などがほとんど整っていなかったので、いたしかたなかったことかもしれな
いです。 
ただ、現在は、違います。重度の知的障害者も、「重度訪問介護」によって 24 時間のヘル

パーサービスを利用できるようになりました。 
そして、現在は、「障害者権利条約」があります。どんな重度の人であっても、地域で自

立生活すること、そしてそれを支えるためのヘルパー制度を充実させること、そうしたこと
が法律で決められるようになりました。 
障害者権利条約にはさらに、国は施設撤廃の計画（プログラム、スケジュール）を立てる

べし！ということが書かれています。本来なら、脱施設へ向けて、国も京都市も、もっとも

っと力強く動かないといけないのです。 
 
けれども、現実はそうはなっていません。国も自治体も、地域移行と施設入所者数削減の

数値目標を掲げないといけないのですが、なんとその値がごくわずか！ほんの少しの人数し
か、地域移行できない、施設から出られない計画しか立てられてないのです。 
 
さらに、現在、施設を退所する人の多くが、死亡か、他施設への入所か、病院（おそらく

精神科病院など）への入院です。施設を退所して、地域で自立生活する人はごくごくわずか
なのです。 

※ 居場所づくり勉強会 第 67 弾 ※ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

滋賀県旧優生保護法情報公開請求訴訟 

裁判傍聴へのご協力をお願いします 
～今までの裁判の経過～ 

旧優生保護法による強制不妊手術が行われた経緯や詳細が書かれ
ている資料を京都新聞社が滋賀県に対して開示請求しましたが、滋

賀県からの開示資料は殆ど黒塗りで皆無に等しいものでした。裁判
の中で滋賀県側は、個人を特定（医師や病院も含めて）出来るよう
な情報は公開出来ないと主張しています。次回からは、原告（京都
新聞社）側の反論が始まります。 
 

日時：2021 年9 月21 日(火)14 時 30 分開廷 

場所：大津地方裁判所本館 101 号法廷 
(本館ロビーにて 1 時間前に傍聴整理券が配布されます。多数の場合は抽選となります。) 
 
大津地裁での傍聴が終わってから、隣接する逢坂市民活動センター大会議室に於いて、当日の

陳述・弁護団の主張・滋賀県の主張等、訴訟内容の報告をいたします。（報告会の会場は変更有） 
※新型コロナウィルス感染予防のため、定員がありますので参加予定の方は恐れ入りますが下記連絡先までご連絡ください。 
 
尚、情報保障（手話通訳・文字通訳など）が必要な方、車いすでの傍聴希望の方は 9 月 14 日(火)
までにご連絡ください。（ご不明な点などございましたらお気軽にご相談ください。） 
  
報告会はオンライン配信を行いますので、参加希望の方は名前とメールアドレスを記入してメ

ールで下記の申込先に申し込んでください。後ほど、報告会参加の URL を送らせていただきます。 

 
 

滋賀県旧優生保護法情報公開請求訴訟

の傍聴の第 5 回公判の案内です。 

ご協力をお願いします。香田 

※申込先  

村田惠子 
携帯:090-8886-9377 
Email：miyabi-kyotojapan@docomo.ne.jp 

 

 

そしてもう一つ大きな問題が、上記の通り死亡や入院、あるいは地域移行などの理由で毎年
そこそこおられるのですが、ほぼそれと同数の人が施設に新たに入所していることです。 
新規入所者が、まだとても多くて、ほとんど入所施設の規模は縮小していないのです。 

結局、日本の福祉施策はまだまだ、地域移行や施設入所削減が口先では言われますが、実態
は施設入所を大事にする施策なのです。 
 
（その他、施設入所者の属性、入所施設の住環境、大規模グループホーム（ミニ施設）の問題
点などの話もありましたが、ここで割愛します。） 
 
現実に脱施設をどのように進めたらいいか？最後に鈴木さんは次のように提案されました。 
とても大事なのが、「重度訪問介護」の普及です。これによって、（施設では利用者 10 人

に職員一人のような配置のところ）マンツーマンで介助者がつくことができます。 
新規入所者（や入所希望者）をゼロにすることもとても大事な目標です。そのためには、親

亡き後の地域生活に不安を抱えている人々の不安を解消するとともに、地域で支える介護派遣
事業所がより成長しないといけないでしょう。 
もちろん、現在の施設入所者（及び施設職員）が、地域生活のイメージをもち、体験する機

会を繰り返し得られることも大事です。 
 
脱施設化は、現状ではまだ途方もない課題ですが、多くの人が協力しあいながら、実現すべ

き目標です。 
施設入所ではなく地域で生きる道を選ぶこと、そのために、私たちの日々の実践がとても大

事だと思いました。 

（渡邉） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳しくはホームページをチェック!! 
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